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出

BMH
出

a
o
r
ぬ
の
出
品
問
学
研
サ
宛
法
ハ
第
一
ニ
一
向
V

み
っ
ち

十
七
年
に
は
吉
備
の
川
島
河
に
大
な
る
札
が
有
℃
行
人
'
を
悩
ま
し
た
と
一
流
ふ
八
俣
蛇
に
似
た

訟
も
あ
る
。
要
す
る
に
索
着
北
嶋
偉
そ
の
人
は
歴
史
的
人
物
で
あ
っ
た
ら
う
が
そ
の
事
践
と
し

℃

侍

へ

ら

れ

℃

わ

る

乙

ー

に

は

紳

話

と

し

か

解

せ

ら

れ

ね

乙

と

が

多

い

の

に

従

来

の

そ

れ

ら

で
日
本
の
今
日
の
史
郎
十
回
抑
は
腕
調
伯
林
訳
語
率
的
研
究
に

L 

4 、ー、

四ず
PJl 

• 
時診

の
研
究
が
甚
だ
批
判
的
で
な
い
。

，、 z

於
て
も
史
率
家
の
事
業
が
深
山
残
て
る
が
併
し
奥
底
?
の
研
究
に
従
事
す
る
も
の
は
エ
毛
イ

Y

，.、i ‘

日
フ
イ
ヒ
民
の
心
理
的
研
究
設
の
如

3
方
面
に
も
注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

耽

て

ゐ

て

は

い

け

な

い

と

は

考

鐙

家

自

身

の

う

ち

に

も

一

お

ふ

て

る

人

が

ゐ

る

の

で

あ

る

か

ら

徒

ら

に

考

識

に

の

み

ラ
イ
ヒ
氏
の
明
党
法
は
必
、
ず
や
我
闘
の
史
事
採
で
も
充
分
に
歓
迎
せ
ら
れ
れ
げ
訴
的
と
綜
合
的

I
F
L
b
L

該

ね

た

完

全

な

批

判

的

歴

史

の

撲

識

を

促

す

乙

と

で

あ

ら

う

。

(
完
結
)

. 

、一一 一一一

11 

利
潤
分
配
制
度
論
争

気t

賀

守

a
S

H
り4

A
E前

ι

:重

問

ぎ一‘
i
h
y
長

以
E
A
ノZ
A
-
-
「ノ

3
1
L
H

併

し

何

れ

の

理

由

に

出

づ

る

に

せ

よ

此

制

皮

を

質

施

す

る

に

際

し

℃

は

其

賀

行

方

決

に

闘

し

℃
先
づ
機
た
る
規
定
を
説
く
る
む
包
必
要

ιす
る

五

仰

の

要

件

ゐ

b
o

い

利

潤

分

配

に

多

加

せ

し

h
u

可

3
妙

働

者

の

各

自

具

備

す

る

を

必

要

と

す

る

俄

件

に

企

業

家

に

刻

す

る

利

潤

分

配

額

ー

と

労

働

者

会

般

に

到

す

る

利

潤

分

配

納

之

を

算

定

す

る

の
方
法

日

各

労

働

お

の

享

受

す

可

3
分

配

領

を

算

定

す

る

の

方

法

側

労

働

者

の

受

く

可

主

利

潤

分

配

の

卒

級

ぼ
各
紙
労
働
者
に
腕
す
可
b

・・

c

利

潤

分

配

金

の

使

沿

33 

ん
即
ゆ
り
是
な
ら
。

比
等
の
議
結
に
関
す
る
規
定
如
何
は
郎
ち
期
制
の
目
的
を
述
す
る
と
不
は
と
の

問
問
一
一
↓

f. 

利

潤

分

間

制

皮
i

論
ハ
縦

Vh

、、、三
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利
潤
・
分
間
制
皮
論
ハ
総
〉

間
関
P}l 

3，1 ' 

依
℃
礼
げ
る
、
〉
所
に
し
℃
然
か
も
業
規
定
は
各
企
業
そ
れ
作
、
に
随
意
に
之
+
ゲ
一
定
め
符
可
.
5
次

第
な
れ
ば
、
此
に
此
貼
に
関
す
る
従
来
の
賞
際
親
兄
の
大
要
を
蹴
街
路
序
す
可
し
。

印
ち
先
づ
(
第
ご
の
一
駄
に
闘
し
℃
は
一
般
に
常
談
企
業
の
下
に
一
定
年
限
間
勤
総
し
た
る
乙
之

井

に

一

定

の

滋

徳

一

的

資

絡

即

ち

例

令

ば

忠

賢

な

る

執

務

又

は

精

巧

な

る

作

業

議

行

等

の

如

S'

事
貨
を
示
せ
る
乙
之
を
利
川
料
品
企
加
の
俊
件
と
し
、
比
等
の
佼
件
を
紋
け
る
清
に
は
利
潤
分
間
を

一色、、・、'・

興
へ

W
り
る
の
朕
わ
ム
リ
然
れ
刊
と
北
〈
秋
労
働
の
高
下
弁
に
純
類
は
原
則
上
利
潤
必
一
奥
様
の
布
M
m
m

の
棋

準
・
と
錦
、
b
ず
、
限
々
佐
々
利
潤
分
配
卒
符
桁
一
の
多
少
を
決
定
す
る
の
一
棋
準
と
せ
ら
る

、
ァ
」
?
乙

わ
る
の
み
。

郎
ち
責
任
重
き
労
働
に
従
事
す
る
者
は
支
任
軽
う
帆
労
働
者
、
よ
λ

ソ
も
比
紋
的
多
大

-d'r‘・{、
-eFdi

の
分
配
級
を
受
く
る
乙
と
わ
る
の
み
に
で
利
潤
袋
山
県
の
総
主
一
物
に
は
前
者
の
間
何
等
の
悲
別

而
し
℃
(
銘
二
)
の
貼
邸
ち
企
業
家
ど
ば
労
働
者
I
P
し
の
間
以
於
け
る
利
潤
の
分
配

な
h.t

の
品
川
な

b
o

4t 、，!‘
 Z

 

五
分
一

制

又

は

二

制
I

三百
λ
が

如

3
績

を

賦

輿

す

る

の

規

定

に

依

る

乙

と

あ

b
o

一
定
の
分
配
恋
一
・
を
定
め
労
働
者
代
到
し
℃
例
令
ば
利
潤
総
縦
の

乙
或
は
金

方

法

に

就

℃

は

州

議

は

汲

め

業
家
及
び
般
労
働
者
の
符
分
泣
い
い
は
時
々
幾
動
す
る

一
種
の
標
準
・
に
依

b
℃

定

む

る

乙

1ι
わ
ら
。

新

る

場

合

に

於

℃

は

労

働

岩

の

得

分

の

様

態

・

と

潟

る

も

の

は

通

例

謀

総

業

期

聞

に

支

出

せ

る

労
鋭
敏
の
総
計
な
る
を
治
ー
す
る
も
、
企
業
家
の
得
分
は
成
は
英
資
本
編
成
は
生
産
殺
の
納
州
都

熔
た
或
は
英
資
本
に
劉
す
る
普
通
利
子
如
、
な
標
準
と
す
る
の
紋

b
b
て
、
各
会
業
の
問
磁
々
一

句、

~"・・・ …ムι

定
せ
w
d

る
を
見
る
。

叉
(
第
一
ニ
)
の
紡
仰
ち
労
働
者
代
謝
す
る
此
分
配
初
、
ど
更
に
労
働
者
各
民
の

白血

問
に
そ
れ
ん
¥
分
配
す
る
に
際
し
で
は
議
川
市
各
町
民
が
蛍
該
郡
山
菜
期
間
に
質
際
に
欣
符
せ
る
労

銀

狐

に

準

ヒ

℃

各

員

の

分

配

卒

符

分

伝

算

定

す

る

の

お

な

れ

V
し
も
、
然
か
も
企
業
に
依
A
Y

℃
は

一
労
銀
衡
の
外
向
ほ
幾
多
の
事
資
を
別
問
的
し
℃
此
得
分
額
を
加
践
す
る
こ
と
決
し
℃
少
な
し

Iι

各
民
の
勤
務
年
間
以
の
多
少
企
業
内
に
於
け
る
英
人
の
地
位
、
弁
に
各
口
氏
の
め
他
行
せ
る
勤

務
の
良
否
等
を
的
賞
す
る
は
印
ち
一
般
t

凡
る
所
に
し
て
、
走
れ
県
武
常
該
企
業
の
殺
に
各
労
働
宥

せ
ず
。

ふ

J 

一
り
貢
獄
せ
る
特
別
の
利
盆
に
潤
し
そ
れ
、

ρ
¥
相

官

に

之

に

側

ゆ

る

の

方

針

に

出

で

た

る

主

治

の

路

設

な

b
t乙
す
。

併
し
(
第
四
)
の
鮎
詳
認
す
れ
ば
労
働
滋
の
卒
符
-
下
可
a
d

利
潤
の
中
部
一
・
綴
に
就

J1

は

未

だ

期

制

安

行

の

各

場

合

に

通

ず

る

一
般
的
原
則
を
認
h
u

る
を
符
ず
。
企
業
に
依
よ
り
℃

は
総
利
潤
中
よ
ー
リ
先
づ
該
企
業
の
資
本
に
約
す
る

一
定
牢
を
利
子

Iι

じ
て
控
除
し
、
共
幾
伶
な

企
業
家
と
労
働
者
の
問
に
分
配
す
る
も
の
占
の
ち
・
。

お

す

之

な

く

会

憾

の

利

潤

ゅ

よ

L

リ
一
固
定
率
を
労
働
者
に
分
つ
も
の
あ

b
J
骨

企

業

そ

れ

ん

¥

に

利

潤

分

間

約

皮

h

紘一州ハ線
d

又

他

の

企

業

に

在

b
て

は

取

る

控

除

を

潟

四
I p.!) 
:百.

，;( 

，'. 
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刻
潤
分
間
制
皮
論
ハ
縦
u

‘
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・巾t.
‘‘.

山
一
↑
剛
山
↑
」

r
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相

諮

せ

る
t
p
L

共
に
、
秋
労
働
者
に
諒
す
る
業
分
配
率
一
線
亦
誌
だ
し
く
相
異
な

b
、
之
わ
在
、
各
岡
各
地
の

資

例

に

践

す

に

少

な

き

は

二

分

よ

A
Y

多色・
t

は

七

割

五

分

に

述

す

る

の

布

様

な

b
。

ロ
は
れ
比

-
李
総
の
多
少
如
何
は
何
れ
に
も
せ
よ
此
必
ず
級
決
定
上
最
も
設
裂
な
る

'
坊
主

b
示
t
し
よ
ら
'
生

p
p
h
p
t
ι
μ

み
一
，
ハ
間
同

1
d

州
出

ず

る

労

働

者

の

所

得

の

塙

加

郎

ち

労

銀

の

賞

際

の

増

加

が

労

働

者

に

依

t
b
℃

寅

際

に

重

袈

税

せ
ら
る
粧
の
多
綴
な
ら
び
る
可
、

b
y
る

之

印

ち

是

な

ら

益

し

世

人
b

、
が
利
潤
分
配
山
叩
仰
に
依
λ
リ

℃
有
純
一
の
結
果
を
牧
め
ん
と
す
る
共
有
利
の
結
果
の
震
に
率
九
¥
る
と
否
と
は
一
に
騒

b
℃
此

一
給
に
存
す
れ
ば
な
ら
や

若

し

此

増

加

額

に

し

℃

労

働

者

の

重

要

減

す

る

所

と

錦

、
b
p九
い
炉
、
会

利
潤
に
謝
す
る
労
働
者
亭
符
分
の
進
ー
一
織
の
如

3
は

敢

て

問

ふ

を

要

せ

wり
る
と
共
に
共
分
配
制

が
労
働
者
の
重
要
秘
す
る
所
と
錦
、

b
y
る
場
合
に
は
線
利
潤
に
刷
却
す
る
茶
奉
納
如
何
に
多
う

次
に
叉
(
第
五
百
貼
印
ち
各
労
働
者
に
蹄
す
可
h
d

利

潤

分

配

金

も
惟
ム
に
寸
殺
な
か
る
可
し
。

の

使

途

に

就

て

は

通

例

多

く

は

之

を

現

金

に

℃

底

抜

に

労

働

者

に

挑

波

す

の

風

ゐ

る

も

、

又

世

間
幾
多
の
場
合
に
在
ム
リ
て
は
庇
伎
に
之
を
挑
波
お
ず
、
利
潤
分
配
支
給
制
の
規
定
に
依
ム
ツ
℃
諜

一

部

分

を

ば

嘗

該

企

業

の

株

券

又

は

後

業

持

分

の

購

入

の

資

に

供

せ

し

ひ

る

之

わ

イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
戸
パ
ー
ト
ナ
ー
シ

y
Jノ
ア
ン
タ
イ
作
ハ

i
バ
1
・v
y
ア

十

ア

ル

パ

イ

ツ

ゲ

ゼ

ル

シ

ャ

フ

ト

L
v
d

tv。
然

る

時

は

此

に

所

謂

産

業

働

組

合

制

、

組

合

員

制

、

又

は

組

合

労

働

制

な

る

組

織

を

伎

と

丸
文
部
又
は

4・

一
方
に
は
労
働
者
ー
し
し
℃
実
勢
銀
に
準
、
ず
る
の
利
潤
分
配
を
受
け
又
一
方

は
業
企
業
に
机
刻
す
る
持
分
所
有
者
1
乙
し
℃
其
持
分
に
柏
蛍
す
る
i

の

利

潤

分

配

ど

享

受

す

る

之

共

結

果
M
労
働
者
は

〉
潟
λ

リ
此
に
其
企
業
に
釣
し
℃
二
重
の
利
盆
山
容
加
者
と
減
る
な
λ

ッ。

業

他

又

企

業

に

依

h
℃

は
枇
労
働
者
代
謝
す
る
利
潤
分
配
分
を
労
働
者
各
自
の
貯
謡
、
又
は
餐
若
年
金
掛
金
と
し
℃

ω抑
留

し
、
現
金
を
榔
波
遣
い
Y

る

者

も

亦

少

な

か

ら

ず

と

す
c

要
す
る
に
此
等
論
結
に
閲
す
る
各
企
業
の
規
定
は
図
々
な
ム
リ
到
底
一

々

此

に

之

を

細

説

す

る

の
除
地
な
し
1

乙
維
も
、
兎
に
角
共
方
法
の
賀
状
、
を
一
不
芯
ん
が
潟
に
友
比
二
三
の
例

hz
一
不
当
p

九

第

二

レ

ク

レ

l
f氏
の

方

法

氏

は

一
入
い
一
一
入
年
法
一
工
金
筋
工
を
使
役
す
る

一
企
業
を
創
設

せ

し

が

一

八

四

二

年

之

に

利

潤

分

配

の

制

皮

を

放

ち
d

一

八

六

九

年

に

は

廷

に

定

款

を

改

訂

し

此

企

業

の

形

式

は

定

款

上

一

九

一

九

年

お

℃
企
業
の
形
式
を
一
銭
し
以
℃
今
日
比
至
れ
よ
リ
。

一
一
仰
の
令
交
合
枇
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三

似

年

表

加

良

は

蹴

出

法

制

年

以

上

茶

企

業

に

従

事

せ

る

者

た

ら

wo
る

可

ら

な

る

の

規

定

な

る

が

、

三

秘

組

合

員

の

地

位

の

磁

別

は

総

々

あ

る

が

中

に

も

利

潤

分

配

に

劉

ず

る

業

権

利

に

於

℃

殊

代

別

に

英

断

別

の

現

3
る

〉

も

の
あ
り
。

他
な
じ
各
員
の
労
銀
額
を
標
準
・
・
と
し
℃
利
潤
分
配
一
平
符
綴
を
定
h
u

る

に

蛍

b
祉
口
問

‘
 

'
 

ム，4可

の

持

銀

は

資

際

綴

の

二

倍

合

員

の

労

銀

は

其

一

位

字

、

会

加

員

の

労

銀

は

共

笈

際

額

?

と

計

算

w
d

今

此

企

業

利

潤

の

分

配

方

法

を

準

々

れ

ば

先

づ

貸

借

お

照

求

の

上

に

る
、
と

ωち
是

な

b
。

表

3
る
〉

一
年
間
の
総
牧
盆
中
よ
ム
リ

J
I
不
動
産
俄
格
の
百
分
の
五
、
器
具
及
び
探
械
の
依
格
の
百
分
の
十
、
弁
に
ふ
商
品
標
本
の
位
都

岳、
ι

J

5
9定

の

百

分

の

十

五

分

に

相

設

す

る

金

額

コ
病
気
保
険
養
活
保
険
等
秘
々
の
保
険
の
目
的
、
け
い
文
榔
、
ふ
可
b
d

金制紘一

ヨM
労

働

者

及

び

事

務

長

の

小

児

の

数

百

投

間

組

合

の

資

本

金

の

五

永

代

相

官

す

る

金

傾

k
控
除
し
、
共
残
除
b
L
以

て

所

前

配

常

総

I
乙
す
る
な

5
0
而
じ
て
岱
初
は
此
配
給
級
巾
・
よ

b
一

加
ゆ
れ
勿
を
州
問
主
℃
準
備
積
立
金
代
充
℃
し
が
、
此
の
悲
令
額
阪
に
資
本
金
の
十
分
の

一

に

迷

せ

し

以
来
、
配
常
額
の
七
制
五
分
配
交
本
主
及
び
般
労
働
者
に
分
配
1
乙
す
る
乏
I
C

せ
り
。

資

本

主

は

お

に

現

金

に

て

其

の

分

配

線

を

受

く

る

も

似

労

働

者

は

前

過

の

方

法

に

依

F

り

持

業

持

七
つ
H
J
ヘ
ダ
こ

i
n
H
M
v
rし
v

t

T
ふり
q

d

F
句

a
'
s
u‘

分

校

設

に

で

共

分

配

衡

を

受

取

る

な

り

。

又

資

本

主

I
乙

労

働

者

之

の

分

配

領

亭

役

割

合

は

資

本

主

の

出

資

金

印

ち

組

合

資

本

金

の

五

永

に

相

岱

す

る

金

額

tι

労

働

者

の

共

年

内

に

享

受

せ

る

持

銀

の

総

額

1
乙
を
標
準
1
乙
し
、
按
分
比
例
に
依

b
て

総

分

配

領

を

鍵

方

に

分

配

す

‘，、‘.，‘・
F

'

a

-

崎、.

ど
η
b
fノ
‘
付

μ

に
一
依

b
之

k
定
h
u

る
も
の
止
す
。

然
λ

ッ

而

し

℃

配

官

級

中

の

佼

偽

印

ち

英

二

約

五

分

は

業

務

き

-PEE-E
こ
す
よ
ノ
J

ト
己

F
こ

C
白
¥
ノ

宮
崎
U
3
ぞ

i
司

f
v
f
3
J
回
t

ヂ

l
3
J
d
s
L

一

般

的

の

目

的

に

之

を

充

つ

る

は

b
c

第
一
一
一
戸

ツ

ぺ
一
氏
の
方
除
数
授
、
ア
ヅ

ぐ
し
氏
は

一
八
八
九
年
共
管
理
に
保
仰
せ
る
よ
ナ
」
市
所
在
の

議
事
総
械
製
浩
一
肋
井
に
北
(
附
腐
允
る
純
子
工
場
を
ば
「
カ

1
Y
、ツ

ア

イ

ス

-
H
w
n
M刈
作
品
V

サリ

，
し

f
Z
E
t
a
-
J
d

一
仰
の
財

闘
に
組
織
し
た
る
が
、
該
財
閥
の
M
労
働
関
係
に
閥
、

r
る
規
定
に
総
れ
ば
、
凡
そ
労
働
者
を
一
服
ふ
に

よ
一
結
晶
は

'
'
z
y
n
t

，A9
s
 

一
定
せ
る
時
間
的
労
銀
を
定
め
て
之
れ
を
一
応
入
る
〉
な
婆
し
、
県
川
河
銀
綴
は
仰
数
労
銀

判

潤

分

削

制

度

検

ハ

紛
V

気::0-1
1豆

的

の

労

働

hz
執

ら

し

ひ

る

場

令

に

は

最

低

労

銀

狐

た

る

可

ち

」

も

の

1
乙
す

G

労
働
者
の
勤
務
法
、
が
尖
側
、
乞
受
く
る
殺
の
常
一
に
法
せ
診
る
場
合
に
も
労
働
者
は
少
な
く
と
ゐ

-

1

・
-

L

l

‘

削
切
ら
縦
令
計
鉾

i』

-ds 



利
潤
分
削
納
皮
総
ハ
統
υ

此
綴
乞
支
給
時
、
。
る
可
h
c
な

b
J

四
五
郎

<H 

又

労

働

者

の

時

間

的

労

銀

は

以

降

決

し

て

之

を

引

下

々

可

ら

ず

と

の

規

定

わ

b
o

不
成
総
な
る
場
合
に
は
般
労
働
者
を
解
雇
す
る
の
外
な

3
次
節
な
る
が
、
併
し
此

7
万

に

は

別

に

一
度
享
得
し
飼
来
引
続
車
一

例

以

上

享

符

せ

る

然

れ

ば

景

気

不

良

企

業

一
仰
の
規
定
ゐ

h
峻

献

な

る

茶

鉢

を

矯

正

す
J

仰
な
し
、
一
二
例
年
以
上
勤
総
せ
る
者
が
自
己
の

失
策
に
依
る
に
非
、
ず
し
て
符
業
の
便
宜
上
の
潟
に
熊
一
屈
せ
ら
る

〉

場

合

に

は

凡

℃

相

殺

の

解

‘
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岳
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二、
h
p

f
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峨
賠
償
金
を
給
山
県
す
可
し
之
の
規
定
是
な

b
。

此
仰
肝
臓
賠
償
金
は
勤
総
年
限
の
多
少
に
依
λ
ツ

続

々

の

等

法

わ

る

も

少

な

当

も

竿

例

分

の

持

銀

を

下

ら

ず

多

b
d

も

問

例

年

分

の

労

銀

を

出

で

J
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w
d

る
を
見
る
c

労

銀

及

び

給

料

総

級

の

二

制

を

超

逃

せ

る

場

合

に

は

枕

労

働

者

及

び

事

務

長

に

到

し

℃

其

般

地

立
〈
他
殺
…
業
の
成
績
佳
良
に
し
て
企
業
利
潤
の
額
一
が
官
該
年
度
問
に
支
挑
へ
る

実H

よ

b 

一
字
を
分
即
す
る
の
規
定
ゐ
λ
y
。

此
分
配
は
郎
ち
一

佃
の
利
潤
分
配
に
し
て
、
事
務

口
氏
及
び
政
労
働
者
の
各
員
は
お
す
る
茶
分
配
訟
は
各
自
が
鴬
該
年
度
問
に
質
際
亭
符
せ
る
給
料

又
は
傍
銀
の
総
創
刊
・
を
桜
準
・
と
し
按
分
比
例
に
依
ム
リ
℃
之
、
を
分
配
す
る
に
庇
λ
y
o

部

し

て

叉

各

事
務
員
及
び
各
労
働
者
は
五
例
年
以
上
勤
続
せ
る
場
合
に
は
若
年
、
疾
病
、
業
他
自
己
の
過
失
に

基

つ
か
w
d

る
原
因
の
斜
め
欣
労
働
不
能
に
陥
れ
る
に
際
し
て
相
常
の
年
金
を
受
け
、
英
寡
婦
及
び

拡

児

の

殺

に

も

年

金

を

享

受

す

る

の

継

を

賦
f

興
せ
ら
れ
た
る
乞
見
る
。

以

上

泉

ぐ

る

所

の

外

巴

旦

の

小

寅

大

商

応

ぷ

ン
、
マ

M
Y

ジ
エ
」
の
利
益
分
配
制
、
狗
識
の
大
電
気

一ム場「

A
V
I
メ

シ

λ

、
ヲ
ン
ド
J

A

Y

ス
ケ
し
曾
枇
の
該
制
等
久
し
ろ
」
経
験
乞
経
た
る
規
制
の
質
例
は

ん
場
げ
来
れ
ば
際
限
な
く
又
氾
年
代
事
一
ム
リ
℃
初
℃
之
を
寅
施
せ
る
は
英
偽
粉
米
を
初
め
我
同
闘
の

i

如

b
・d

も

亦

之

を

見

る

所

な

る

も

以

上

の

実

例

は

復

以

℃

新

制

寅

行

方

法

の

如

何

に

綿

々

雑

多

に
し
℃
且
つ
複
雑
な
る
も
の
な
る
や
を
示
す
に
足
ら
ん
。

五;

成

績

及

び

得

失

何

れ

に

も

せ

よ

従

来

利

潤

分

配

制

度

を

貸

行

し

た

る

企

業

に

就

て

之

を

観

れ

ば

期

制

は

多

数

の

場

令

に

於

℃

英

成

功

を

牧

め

た

る

を

復

た

疑

を

要

せ

去

る

も

の

h

如

じ

。

而

し

て

否

λ

枇
労
働
者
は
之
が
殺
に
英
作
業
の
結
果
に
謝
し
℃
痛
切
の
利

の

比

に

所

諦

成

功

tc
は
他
な
じ
。

容

を

戚

b
、
各
自
共
職
に
忠
資
と
潟
λ

リ
材
料
の
取
扱
其
他
の
効
に
側
聞
し
℃
節
約
な
勉
む
る
の
念

45 

慮
を
抱
〈
代
主
れ
る
は
作
品
二
に
し
て
、
企
業
と
労
働
者
の
総
合
議
悶
と
潟

b
企

業

を

し

て

地

能

有
銭
の
勢
働
者
を
保
持
す
る
を
得
，
る
に
歪
ら
し
め
た
る
は
英
一
一
、
而
し
て
共
三
は
州
労
働
者
ど
し

℃
生
活
の
程
度
.
を
進
め
、
共
生
計
に
一
層
満
足
且
つ
一
暦
周
到
な
ら
し
め
た
る
に
花

b
。

利
ぃ
潤
分
邸
側
疲
論
ハ
州
制
U

a

四
五
五

~b 
等

J 
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の
数
回
果
よ
A
P

企

業

家

の

卒

く

る

利

金

は

勿

論

の

次

第

に

し

て

会

多
大
な
る
4
b

の
ゐ
る

の
似
る

業

家
I
乙
枇
労
働
者
の
問
に
利
盆
辿
持
の
関
係
を
生
ぜ
じ

U
る
の

二
や
は
買
に
虫
、
ま
し
会
議
'
W
N
'
と

3ミ

iま
び
る
を
得
、
ず
。

然

一
層
重
大
の
債
依

k
有
す
る
放
同
本
は
労
働
ポ
の

の
純
一
設
、
企
業
の
成
績
に
刻
す
る
共
同
交
任
の
観
念
の
後
生
等
な
る
可

か
も
助
事
賞
よ

b
も

地
位
の
上
進
、
英
詩
徳
性

し

就
中
、
企
業
に
鈍
す
る
漆
櫛
資
任
の
概
念
の
後
生
は
勢
働
者
を
し
て

企
業
お
川
伴
者

の
地
位

に
上
る
を
符
せ
し
む
る
最
良
の
議
習
と
云
ム
可
く
、
従
℃
枇
食
的
限
級
形
成
上
に
於
℃
枇
労
働
の

鴻

に

共

上

援

の

訟

を

開

く

の

手
段
た

る
可
き
な
λ
y
。

然
れ
ば
世
間
幾
多
の
撃
者
及
び
企
業
家
の
熱
心
之
を
主
張
し
之
、
が
賀
行
に
効
h
u

る
者
ゐ
る

も

亦

怪
h
u

に
足
、
b
澄
る
郎
例
代
し
℃
、
印
ち
千
八
百
六
七
十
年
の
頃
新
制
の
符
失
の
磁
・
に
識
者
の

間

に

論

議

せ

ら

る

に
山
v
m
b
℃

は
「
旦
ン
グ

ノν
L-

71ず
ζL. 

1 

ト
」
「
ジ

司

ン
、
ス

ご子

ニヱ.

ア

!

ド

ミ

M

Y

~

ジ
ぷ

メ

s〆

〉

グ

ォ

シ

ス
」
「

Y

ア
、
ポ

リ
ノ
ュ

l
¥チ
ァ

l

y
ス
、
ロ

ノマ

ト
」
等
の
誇
大
家
の
熱
心
に
段
吹
す
る
所
tι

錦

υ 

t

リ
中
に
は
之
を
以
℃
枇
合
問
題
解
決
の
闘
鍵
と
誇
秘
す
る
者
を
ず
ら
見
る
に
一
山
本
れ
る
も
放
て

宜
な
ら
、
ず
と
せ
ず
。
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結
果
偽
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に
於
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巴
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な
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立
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、
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捗
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O
仏
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戸
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g
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p
o
M
V
H
O
B
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O

同
Y
o
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m
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R
U
m
)
な

る

亦

等

し

く

創

立

せ

ら

れ

各

五

九

機

関

雑

誌

な

後

行

し

て

新

制

の

段

吹

ア
h
y

パ
イ
タ
l
ヲ
ロ
イ
ン

F

る

わ

b
、
又
獅
滋
に
於
て
雑
誌
欣
労
働
者
之
友
を
機
関
と
し
て
ぷ

の
H
H許
可

O
M
V

ユωO
)

こ
ゆ
温
情
件
ド
h
F

y
q
dょ
-
ポ
キ
ー
，

ょ

i
メ

ノV

ト
L

氏

i民

の
大
に
之
を
明
議
す
る
わ
る
を
見
る
。

も

主t

一
方
に
於
て
新
制
俊
治
の
航
船

mv-e州
側
れ
ば

ーァ、、
J
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頗

る

微

と

し

て

振

は

止

る

の

般

の

b
o

入

0
年
代
に
阪
に
什
詩
的
川
ど
後
せ
る
労
働
者
に
潤

す
る
利
潤
分
配
制
皮
は
一
術
家
三
十
年
間
殆
ど
見
る
に
足
る
も
の
な
く
、

八
四
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年

代
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滋
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偽

闘
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於

℃

英

成

功

九
ノ
也
白
悦
司
こ
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O
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rv，
日
記
録

E
H
F
-
v
メ

1
G
m
-
F
M
G〉
♂
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2
カ
抗
上

の
資
例

の
点
取
げ
、
b
る

r内
ト
ム
L

入、川

ug
十
む

hu

C
菅直ノ

d
河

官

制

ψ
4
J
J
h
引

〉
に
M
A

行

を

試

み

る

者

乞

生

ず

る

に

主

ら

し

l
」
蛾
も
、
然
れ

r
も
英
数
は
未
だ
甚
だ
少
な
お
己
ど
弛
れ
冶

る
も
の

〉
如
し
。

「
ウ
ノ
イ
・

ク

ユノ
守

ク

ス

氏

ノIノ

九
こ
灯
A
T
A
?

と

友

化

支

十

L

ト
A
U
〉
ド
ド
こ
子
、

C
次

U，

E
U
‘一-
z
t
J
v
h
u
e
-
q
b
b
F
fノ
羽
μ
2
m
m作

U
，

J
寸

A
f
l
‘万

v
u
v

の

は

大

約

四

百

を

出

で

ず

就

中

約

百

三

十

は

仰

__;>、

米

議

凶

無

数

の

企

業

中

斯

制

を

賀

行

せ

る

も

M

間
百
十
は
英
国
、
四
十
五
は
米
閥
、
一
二
十
五
は
川
柳
滋
に
在
ι
リ
℃
業
他
は
端
前
英
仏
仰
の
訟
闘
に
一
郎
そ

より

f

乙一氏

λ
。
然
、
が
も
此
概
数
す
ら
削
る
賀
大
の
積
算
よ

b
成

れ

b
t
三百
λ
(
O
C
M
M
g
ω
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利
潤
分
間
制
度
論
ハ
附
m
u

有
利
な
る
其
致
果
和
利
な
る
業
放
果
の
葉
大
に
し
℃
有
力
な
る
英
鼓
吹
者
の
、
少
な
か
ら
去
る

乙
と
斯
の
如
く
、
而
し
℃
賞
際
の
後
議
之
に
伴
は
ず
し
℃
今
備
は
萎
一
微
見
る
に
足
ら

wd
ふ
こ
之

斯

の

如

く

な

る

所

以

の

も

の

は

何

ぞ

や
J

鶏
々
北
原
悶
を
尋
ね
る
に
凡
そ
一
一
一
栂
わ
る
が
如
し
。

第

一

は

英

資

行

が

多

大

の

困

難

を

伶

λ
、
と
に
し
℃
、
此
国
難
は
多
数
の
m
似
合
に
於
℃
英
資
行

を

不

可

能

率

た

ら

し

U
る

の

賢

ゐ

る

な

ら
'
O

蓋

し

各

企

業

家

は

概

ね

他

の

同

業

者

t
乙
競
争
せ

立
る
を
得
設
る
の
地
位
に
在
る
を
以
℃
、
利
潤
分
配

1c
し
て
般
労
働
者
に
多
大
の
附
加
妙
銀
を
給

四
五
八

海ミ

.白B，
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• の‘
4

e

.
 

• 

奥
し
ね
る
の
伶
裕
を
有
す
る
者
甚
だ
少
な
号
、
を
免
れ
ず
。

者

し

強

ぴ

℃

之

を

附

興

せ

ん

が

自

、一・、
手舎

己
の
地
位
乞
失
す
る
の
外
な
が
る
一
川
、
し
。

勉
と
矯
ム
ツ
材
料
の
浪
費
節
約
せ
ら
れ
総
具
器
械
の
消
耗
減
少

J

し

℃

企

業

家

は

利

潤

分

間

に

拘

ら

ず

企

業

家

普

通

の

利

潤

を

牧

h
u

る
之
難
か
、
し
回
一
ご

β

可
し
之
云
ふ
と
雌
も
、
資
際
に
斯
る
事
官

を
泊
る
は
資
に

mm
数

の

場

合

に

尉

せ
A
Y
O

世

上

大

多

数

の

企

業

に

在

b
て

は

企

業

利

潤
1

乙
労

航
労
働
者
を
し
て
利
測
に
励
会
加
せ
し
め
ば
労
働
者
勤

1、

働
者
の
勤
惰
之
の
附
係
の
斯
の
如
く
寝
技
な
ら
ず
、
労
働
者
の
白
接
的
行
動
ー
に
悲
づ
く
勤
惰
の

入

~ J r.，アアてで7τ7 、‘

JべiんjZJ13J'J
;ミ温

差
別
が
企
業
利
潤
の
多
寡
に
及
ぼ
す
影
響
は
蹴
し
℃
甚
だ
欲
、
々
た
る
を
弛
れ
止
る
?
乙
共
に
利

潤
は
ほ
ー
ろ
最
筑
の
鐙
効
企
業
指
揮
の
巧
拙
英
他
の
原
閣
の
幼
に
一
様
甚
だ
じ
く
左
右
せ
ら
る

調
寵
靖
，
パ

， 

加
之
、
現
存
企
業
の
大
多
数
は
企
業
家
自
身
の
労
銀
、
資
本
に
謝
す
る
普
通
利
子

'
弁
に
損
失
の
危
険
代
謝
す
る
準
備
金
の
一
ニ
費
目
以
上
代
更
に
幾
分
の
利
潤
を
悲
げ
得
る
者
甚

だ
少
な
く
、
却
℃
共
牧
盆
の
此
三
一
費
目
以
下
に
在
る
お
断
る
多
き
が
如
し
。
川
本
し
℃
然
、
b
ば

此

等

の

企

業

は

縦

令

利

潤

分

配

の

制

皮

乞

設

く

と

も

労

働

者

に

分

配

す

可

3
利

潤

は

資

際

上

殆

E
存

ぜ

診

る

可

主

な

b
J
然

b
と

℃

企

業

家

の

正

常

利

潤

た

る

企

業

家

持

銀

及

伏

資

本

利

子

中
よ
A
P

英
一
大
部
分
を
測
さ
℃
枇
労
働
者
代
分
配
ー
す
る
が
如
き
は
或
は
慈
善
的
企
業
家
に
之
を

些

み

符

可

3
ξ
な
ら
ん
も
、
英
他
の
一
般
企
業
家
に
は
到
底
之
を
望
h
u

可
、
b
ず

。

者

し

℃

強

ぴ

℃
之
を
皇
宮
ば
有
終
の
企
業
家
を
し
て
企
業
経
緯
を
併
せ
し
は
り
、
産
業
の
萎
微
を
芯
記
す
る
に
4

〉
の
資
・
め
t
p
o

終

ら

wd
る
を
符
没
る
可
し
。

人
或
は
一
五
は
ん
、
利
潤
少
な
け
れ
ば
産
少
な
主
利
潤
を
分
配
せ
ば

一
司
な
ら
ず
や
と
然

b
以
上
一
ニ
提
目
以
上
に
多
少
の
利
潤
を
生
ぜ
ば
之
を
分
配
す
る
は
敢
℃
企

業
家
の
難
事
と
す
る
所
代
非
〉
る
可
し
と
蜂
も
新
の
如
き
利
潤
は
寧
ろ
稀
有
の
、
と
た
る
の
み

な
ら
ず
、
縦
令
時
代
之
を
生
す
る
之
ゐ
る
も
英
被
甚
だ
多
か
ら
ず
、
従
℃
薬
分
配
が
労
働
者
各
員

の
所
得
に
及
ぼ
す
影
響
亦
少
な
く
殺
来
斜
に
傘
、
が
ら
診
る
の
械
あ

b
。
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す

る

に
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商
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に

在
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ソ
℃
は
利
潤
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般
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ぶ
に
し
℃
利
紛
れ
究
院
に
充
つ
可
き
伶
撚
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下
げ
徐
剰
刺
潤
を
保
留
す
る
は
奨
の
利
潤
分
配
と
一
式
・
ふ
を
得
、
ず
之
ー

入
の
鑓
勤
わ
包
否
認
せ
る
に
出
で
た
る
の
中
一
一
口
な

b
。

然

か

も

世

間

一

般

の

企

業

は

多

大

の

利

潤

を

生

せ

診

る

之

前

惑

の

如

く

な

る

英

一

方

代

於

℃

労

働

者

を

し

て

利

潤

分

配

線

そ

重

要

蹴

せ

蓋
し
枇
労
働
者
の
正
常
議

し
h
u

る

程

の

分

配

を

怨

ヨ

ん

と

欲

せ

ば

勢

ぴ

卒

索

の

労

銀

の

上

代

多

少

の

緊

縮

ど

加

ふ

る

の

.‘
 

，
 

!
-
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傾
を
生
ず
る
は
免
れ
診
る
の
数
な
る
可
し
。

院
本
し
て
然
、
b
ば

利

潤

分

配

制

は

安

岡

な

る

捗

銀

制

度

を

破

壊

し

℃

不

安

全

の

も

の

た

ら

し

む

る

の

結

果

あ

b
t乙
一
お
よ
可
ら
、
ず
。

加
之
、
労
働
者

の

利

盆

を

賓

際

に

企

業

家

の

利

潤
I
乙
調
和
せ
し
め
ん
と
欲
せ
ば
般
労
働
者

k
し

℃

企

業

経

按

の

利

潤

の

質

際

を

知

悉

せ

し

h
u

真

相

を

理

解

し

英

利

潤

の

賢

際

を

知

悉

せ

し

め

w・0

る
も
可
ら
ず
。

る
は
敢
℃
不
可
な
し
と
雛
も
、
之
、
が
鋳
に
企
業
経
緯
の
呉
服
乞
明
示
せ
診
る
可
ら
ず
と
せ
ば

mm

a‘ 。 . '

." 

一
耐
修
業
の
秘
密
を
併
せ
て
之
を
知
ら
し
め
ま
る
可
-
ら
ず
。

企

業

家

の

競

守

激

烈

な

る

今

日

の

経
済
一
枇
舎
に
於
℃
は
多
数
の
企
業
の
到
底
忍
大
能
は
句
、
0
4
0

所

た

る

な

b
o

其
他
、
労
働
者
佐
一

企
業
の
下
に
永
く
保
持
す
る
と
一
お
よ
企
業
家
の
利
益
の

回

に

は

間

接

に

労

働

者

の

自

由

を

拘

束

す

る

と

云

よ

弊

害

わ

z
p
。

利
潤
分
配
金
が
養
老
金
業
他
の
基
金
と
し
て
貯
窓
仰
せ
ら
れ
、
任

意

鱗

臓

に

際

じ

て

は

其

榔

波

割

合

を

減

少

す

る

tc
一
五
ふ
が
如
き
則
定
わ
る
場
合
は
叫
郊
に
ぬ
弊

{;jT、

容
の
甚
だ
し
込
ど
も
の
あ
る
の
み
な
ら
、
ず
、
叉
強
制
的
に
其
分
配
金
の
貯
宮
古
命

b
其

貯

音

を

以

℃
企
業
持
分
の
獲
得
の
資
に
供
せ
し
れ
U

る

が

如
b
d

場

合

に

は

強

制

的

に

労

働

者

の

傍

々

辛

苦

の
結
果
を
投

b
て

蛍

該

企

業

の

鐙

業

を

危

険

を

犯

3
し

ひ

る

も

の

た

る

の

誹

を

弛

れ

診

る

な

加
ふ
る
に
此
利
潤
の
分
配
に
は
れ
公
正
な
る
分
配
率
の
標
準
・

1ι
秘

す

可
b
d

も
の
な
く
ー
従
・
て

b 

号事

結
制
刻

J

的
に
抗
公
正
な
る
分
配
感
一
・
は
之
を
定
h
u

る
を
得
、
ず
、
一

方
一
の
認
め
て
以
て
ぬ
正
之
す
る
所
は

他

方

の

不

後

五

滅

す

る

腕
I
乙
鋳
る
を
兎
れ
診
る
も
の
あ

b
。

是
に
於
て

hv

利

潤

分

配

は

企

業

家
一
割
労
働
者
の
嫉
腕
反
日
を
融
和
す
る
の
手
段

ι然
、
b
、
ず
し
℃
却
て
其
嫉
減
反
日
b
L
'
増

加

す

る

の

務

大

線

と

潟

る

之

な

き

佐

保

せ

止

る

な

b
c

而

し

℃

利

潤

分

配

制

に

附

随

せ

る

此

等

の

快
黙
は
印
ち
其
後
述
わ
包
遅
々
な
ら
し
め
た
る
第
三
の
原
因
た
る
な

b
。

-L  
r、

結

論

要
之
、
利
潤
分
配
の
制
度
は
幾
多
の
長
所
と
共
に
叉
芙
銚
粘
を
有
せ
よ
リ
。

ほお

mm
を
取
λ
y

℃
一
短

防
止
乞
拾
っ
る
に
勉
h
u

る
は
正
h
k

経

際

政

策

の

本

領

な

b
と
せ
ば
、
企
業
家
た
る
者
は
須
ら
く
採

53 

困
難
あ

b
、
従
て
某
適
用
純
国
は
大
比
局
限
w
d

れ
止
る
を
得
ず
と
雄
も
、
此
困
難
に
打
勝
ち
得
可

別
精
分
間
制
民
険
制
ハ
線
U

1

問中ハ

用

し

得

可
b
d

場

合

に

之

を

採

用

し

て

英

数

盆

E
牧
h
u

可

き

な

b
。

期

制

の

遂

行

に

は

如

上

の
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農
業
上
に
於
て
は
日
給
枇
労
働
者
の
永
続
的
一
応
僻

〕
般
に
少
な
く
其
滋
一
見
瀕
繁
な
る
が
放
に
規
制
勝
用
の
通
常
な
る
場
合
は
頗
る
稀
有
に
溺
す

と
雌
も
、
商
工
業
殊
に
卒
索
多
数
の
精
練
労
働
者
を
使
用
し
各
紙
労
働
者
の
勤
務
?
乙
企
業
牧
設
の

関

係

密

接

な

る

工

業

に

在
A
Y

℃
は
共
場
合
は
決
し
℃
少
な
し
と
せ
ず
。

使

役

す

る

之

多

3
幾

多

の

ヱ

業

は

郎

ち

是

な

b
o

加
‘
ふ
る
に
企
業
の
組
織
漸
く
進
み
℃
諮
産

業
の
経
緯
そ
れ
介
、
に
少
数
の
大
企
業
の
下
に
集
中
し
、
企
業
の
聯
合
及
び
合
同
議
加
は
ム
ツ
℃

手

工

業

的

傍

働

者

を

競
守
の
危
険
漸
〈
減
ず
る
に
至
る
時
は
企
業
家
の
利
潤
は
漸
く
安
司
会
之
潟
λ

リ
℃
一
秘
の
地
代

性
質
を
梢
以
来
台
、
不
景
気
の
終
に
損
失
を
蒙
る
之
減
少
す
る
英
一
・
一
々
に
於
て
好
長
気
の
利
盆

は
充
分
に
之
bι

牧
め
得
る
之
と
殺
る
可
じ
。

， 

是

に

於

℃

か

努

働

者

代

分

配

し

得

可

3
利
潤
の

徐
裕
は
漸
く
加
は
る
'
と
共
に
、
此
好
景
気
の
利
金
容
加
に
潤
す
る
枇
労
働
者
の
要
求
は
又
犬
に
加

は
ら
診
る
を
得
、
す
。

新

る

場

合

に

於

℃

従

来

の

労

働

制

皮

を

凶

執

し

同

盟

惚

工

某

他

の

弊

害

'0' 

を
見
る
よ
り
も
山
中
ろ
卒
素
に
於
℃
企
業
家

Iι
労

働

者

の

調

和

策

を

議

b
A耐
者

の

融

合

を

謀

る

の

企

業

家

に

取

b
て

有

利

な

る

可

3
は
復
た
多
一
一
一
一
回
を
要
せ
診
る
可
し
。

依回目
A
飢
一
之
、
利
潤
分
配
制
通
用
の
純
国
は
稲
々
の
困
難
依
給
の
潟
に
大
に
局
側
似
芯
る
元
之
一
両

ふ
と
雄
も
、
従
来
の
畿
態
以
上
に
更
に
一
歩
を
進
ひ
る
の
徐
地
は
充
分
に
之
を
存
せ

9
0

而
し

て
其
他
依
地
は
婚
家
に
於
、
で
盆
取
加
す
る
の
傾
な

3
に
非
ず
。

を
謀
、
b
ば
爾
俗
の
労
録
制
度
印
ち
奨
励
金
制
、
議
切
な
る
倍
数
労
銀
制
等
Ir--
」
籾
井
ん
で
資
本
労

働
調
和
の
一
・
良
策
た
る
を
失
は
去
る
可
し
ら
是
に
於
℃
が
斯
制
の
殺
め
賂
た
経
済
的
調
和
の

鴻
に
特
に
い
注
意

bz
要

す

る

の

一

事

は

企

業

家

其

人

の

心

意

及

び

性

格

な

る

を

見

る

。

企

業

家

の
心
意
随
劣
に
し
℃
性
格
残
献
な
ら
ん
か
、
新
制
は
勿
論
如
何
な
る
調
和
策
も
寸
殺
な
が
る
可

企

業

家

に

し

℃

熱

心

実

質

行

3
1乙
共
に
、
企
業
家
若
し
其
淵
好
の
性
格
I
乙
熱
心
な
る
岡
崎
t
乙
〆
を
以
℃
労
働
者
に
望
み
、
誠
心
誠

意

新

制

の

途

行

に

勉
h
u

る
あ
ら
ん
わ
、
期
制
は
資
に
各
共
企
業
に
於
け
る
倣
労
働
者
を
滋
育
す
る

の
手
段
l'
」
鴻
夕
、
資
本
勢
，
働
調
和
の
標
本
的
…
後
遠
宮
殺
す
の
手
段
と
鋳
る
を
特
可
さ
な
λ
y
o

若

し

企

業

家

の

熱

心

あ

b
…
岡
崎
あ
る
規
制
敢
行
代
依

b
て
資
，
本
労
働
の
調
和
賞
魂

3
れ
、
資
本
家

.
労
働
者
の
樹
立
よ
多
生
ず
る
幾
多
の
耐
難
鴬
に
岡
越
せ
ら
れ
ー
軌
労
働
者
の
終
に
幾
分
の
上
進
ど

致
す
を
得
ば
是
れ
間
半
に
企
業
家
及
び
労
働
者
の
利
盆
の
み
に
非
、
ず
し
℃
岡
氏
総
務
上
の
一
大

間
六
五

、F

利
金
だ
よ
ジ
持
た
一
枇
舎
の
大
利
金
た
る
な

h
c

勿

論

枇

食

主

義

務

の

見

地

よ

b
削
似
れ
ば
斯
制
は

55 

一
一
小
部
分
を
労
働
者
に
文
抑
ふ
不
完
全
の
制

。

】

且

タ



利
潤
分
問
制
度
一
論
ハ
縦

Y

日
山
一
反
た
る
を
見
れ
ず
。
従
て
該
主
義
者
の
反
郵
政
之
を
見
る

v 問

ノ、
←h 
ノ、

〉
を
符

wo
る
可
し
と
雌
も
、
資
本
労

一
働
の
調
和
に
し
℃
図
滑
に
行
は
れ
ん
が
該
主
義
の
質
際
に
底
く
侍
檎
す
可
き
僚
地
は
袋
、
た
多

に
溺
し
、
一
位
命
日
政
策
上
の 斯

る

遡

尚

よ

ち

し

て

寄

人

は

誠

心

誠

意

枇

合

の

卒

和

に

忠

な

る

企

業

家

一
手
段
ー
し
し
℃
斯
制
の
賓
試
を
奨
h
u

る
も
の
な
よ
り
。

く
存
せ
去
る
可
し
。

-
瓜
幾
〈
は
一
枇
命
日

一
問
題
解
決
の
嶋
一
関
鍵
た
る
を
符
》
る
も
少
な
く
1

乙
も
英
二
本
・

4

段
た
る
を
符
ん
。
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岳瞳g出

代

理

行

矯

の

要
件
、
常
一
詐
す

〈
承
前
)

h
u
"
-

品川
V

戸

t土』・

主~

ラた

耳目

会

は

是

れ

よ

ら

縫

ん

で

櫛

逸

民

法

代

謝

す

る

、

笈

な

る

二

三

の

事

者

の

解

粋

に

付

い

℃

論

評

を

試
み
ん
よ
」
欲
ず
蓋
し
乙
れ
之
に
依
λ
y

℃

一

方

に

於

℃

は

濁

逸

民

法

の

怠

義

を

明

確

代

し

筒

つ

℃

他

の

一

方

に

於

℃

我

民

法

々

規

の

意

義

を

探

究

す

る

に

つ

き

重

要

な

る

資

料

を

得

べ

し

と

思
惟
す
る
所
以
に
外
な
ら
ず
。

制

御

逸

民

法

第

百

六

十

六

僚

に

日

く

意

思

表

示

の

法

律

上

の

殺

カ

が

意

思

の

欠

銚

又

は

或

事

情

を

知

b
た
る
事
も
し
く
は
之
を
知
、
b
w
o
る
べ
が
、
b
w
d
る

事

に

凶

b
℃

影

響

を

受

く

べ

き

場

合

、

に

於

℃

は

共

事

資

の

有

無

は

本

人

に

よ

ら

ず

代

理

人

を

標

準

と

し

℃

之

を

定

ひ

。

5'{ 

代
理
機
が
(
任
意
上
の
代
理
機
)
法
律
行
錯
に
凶

b
℃
授
興
一
せ
ら
れ
允
る
場
合
に
於
℃
代
理
人
が

代
理
機
授
耐
持
者
の
一
定
の
お
闘
に
従
ぴ
て
英
行
線
を
な
し
た
る
時
は
代
理
機
授
耐
持
者
は
尖
自

ら

知

b
た
る
事
情
に
つ

S
代
理
人
の
不
知
を
援
用
す
る
乙
と
を
得
ず
、
知
ら
診
る
可
、
b
w
d
る
事

が

知

る

と

同

一

の

取

扱

を

受

く

べ

b
d

場
合
に
み
の
よ
タ
て
は
代
理
機
授
輿
者
、
が
知
ら
な
る
べ
か
ら

t

伐

訓

告

行

銭

の

要

件

た

評

す

凶
六
七

、. 

J 

‘ 


